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　今年４月から公営住宅法施行令の一部が改正され、全国的に公営住宅へ入居できる収入条件や

入居後の家賃制度が見直しされます。

　これから市営住宅に入居を希望される方、また既に市営住宅にお住まいの皆さまへ、制度の概

要をお知らせします。 〈建築住宅グループ緯４２～2223〉

裁量階層対象者一般の申込者

２６万８千円以下２０万円以下現　　　在

２１万４千円以下１５万８千円以下改　正　後

表１　入居収入基準の見直し（月額収入）

※裁量階層対象者とは、高齢者世帯・障がい者世帯
・未就学児がいる世帯などです。

※月額収入とは、税法上の「所得金額」から「世帯
の構成に応じた額」を控除し、月額に換算したも
のです。

図１　激変緩和措置のイメージ

　公営住宅の入居収入基準は、平成８年に月額

収入２０万円に設定されましたが、これ以降１０年

以上見直しされていませんでした。この間、世

帯所得の変化や高齢者世帯の増加などに伴って

応募倍率が上昇し、住宅に困窮する多くのかた

がたが公営住宅に入居することが困難な状況と

なりました。そこで、これらのかたがたに対し、公

営住宅をより公平・的確に供給するため、制度

の見直しを行うことになりました。

なぜ法令が改正されたのですか？

　主な改正点は、市営住宅に入居申込み可能な

収入の上限額である「入居収入基準」の引き下

げと、家賃制度の見直しです。

　入居収入基準は表１のように改定され、これ

を超える世帯は市営住宅への入居申込みができ

なくなります。

　また、市営住宅の家賃は「①家賃算定基礎額

×②規模係数×③市町村立地係数×④経過年数

係数×⑤利便性係数」の式によって算出されま

すが、今回の改正で「①家賃算定基礎額」と

「②規模係数」が表２のとおり見直されました。

　この結果、月額収入額が１０万４千円以下の世

帯では家賃の負担増は生じませんが、１０万４千

円を超える世帯では家賃負担が増えることにな

ります。

どのような改正内容ですか？

　既に市営住宅に入居されている方には、急激

な家賃の負担増を避けるため、図１のように施

行後５年間で段階的に新家賃になるよう激変緩

和の措置を講じます。

　また、現在の入居者で一定の収入を超え「収

入超過者」などに該当することになった方には、

急激な負担増や早急な明渡請求が生じないよう、

施行後５年間は適用を猶予します。

すぐに適用されるのですか？
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家賃算定基礎額月 額 収 入収入階層
３７，１００円～１２３，０００円Ⅰ

現
　
　
　
在

４５，０００円１２３，００１～１５３，０００円Ⅱ
５３，２００円１５３，００１～１７８，０００円Ⅲ
６１，４００円１７８，００１～２００，０００円Ⅳ
７０，９００円２００，００１～２３８，０００円Ⅴ
８１，４００円２３８，００１～２６８，０００円Ⅵ
９４，１００円２６８，００１～３２２，０００円Ⅶ
１０７，７００円３２２，００１円以上Ⅷ

表２　家賃制度の見直し
①家賃算定基礎額

家賃算定基礎額月 額 収 入収入階層
３４，４００円～１０４，０００円Ⅰ

改
　
正
　
後

３９，７００円１０４，００１～１２３，０００円Ⅱ
４５，４００円１２３，００１～１３９，０００円Ⅲ
５１，２００円１３９，００１～１５８，０００円Ⅳ
５８，５００円１５８，００１～１８６，０００円Ⅴ
６７，５００円１８６，００１～２１４，０００円Ⅵ
７９，０００円２１４，００１～２５９，０００円Ⅶ
９１，１００円２５９，００１円以上Ⅷ

②規模係数　住宅の広さにより決定。
　　　　　　住宅面積（㎡）÷（現在 ７０、改正後 ６５）
③市町村立地係数　歌志内市は０．７。
④経過年数係数　耐用年数の範囲内で毎年減少。
⑤利便性係数　住宅の設備や立地条件により決定。
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申
告
会
場
・
受
付
時

申
告
会
場
・
受
付
時
間間

▼
滝
川
税
務
署
　
午
前
８
時
　
分
３０

か
ら
午
後
５
時
ま
で

▼
市
役
所
２
階
会
議
室
　
午
前
８

時
　

分
か
ら
午
後
５
時
　

分

３０

３０

（
月
曜
日
は
午
後
７
時
）
ま
で

※
所
定
の
時
間
内
に
来
ら
れ
な
い

場
合
は
、
税
務
グ
ル
ー
プ
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

※
事
業
所
得
の
申
告
は
、
税
務
署

の
み
受
け
付
け
ま
す
。

確
定
申
告
が
必
要
な

確
定
申
告
が
必
要
な
方方

▼
給
与
所
得
者

▽
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
の
支
払

い
を
受
け
て
い
る
方

▽
給
与
以
外
の
所
得
が
　
万
円
を

２０

超
え
る
方

※
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
方
は
、
会
社

か
ら
給
与
を
支
給
さ
れ
る
際
に

税
金
を
源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
ま

す
。
年
末
調
整
で
そ
の
税
金
が

精
算
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
確

定
申
告
は
不
要
で
す
。

▼
給
与
所
得
者
以
外

▽
営
業
や
年
金
な
ど
の
所
得
の
合

計
額
が
、
基
礎
控
除
な
ど
各
種

控
除
の
合
計
額
を
超
え
る
方

　
確
定
申
告
を
す
る
必
要
の
な
い

方
で
も
、
次
の
よ
う
な
場
合
に
は

所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

▽
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
と

き

▽
年
末
調
整
で
各
種
控
除
が
漏
れ

て
い
た
と
き

申
告
に
必
要
な
も

申
告
に
必
要
な
も
のの

▽
印
鑑

▽
税
務
署
か
ら
送
ら
れ
た
確
定
申

告
書
（
送
ら
れ
た
方
の
み
）

▽
健
康
保
険
な
ど
の
社
会
保
険
料

控
除
の
あ
る
方
は
、
領
収
書
な

ど
支
払
い
額
の
わ
か
る
も
の

▽
国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
は
、

社
会
保
険
庁
か
ら
送
ら
れ
た
控

除
証
明
書
と
支
払
っ
た
こ
と
を

証
す
る
領
収
証
書

▽
生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
に

つ
い
て
は
、
生
命
保
険
会
社
等

か
ら
送
ら
れ
た
控
除
証
明
書

▽
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
、

医
療
費
の
領
収
書
及
び
高
額
療

養
費
な
ど
の
補
て
ん
金
額
が
わ

か
る
も
の

▽
生
命
保
険
の
満
期
等
で
保
険
金

を
受
け
取
っ
た
場
合
は
そ
の
明

細
書

▽
給
与
や
年
金
の
源
泉
徴
収
票

問

い

合

わ

問
 い
 合
 わ
 せせ

　
滝
川
税
務
署
（
緯
２
２
～
２
１

９
１
）
、
市
税
務
グ
ル
ー
プ
（
緯
４

２
～
３
２
１
４
）
、
歌
志
内
商
工

会
議
所
（
緯
４
２
～
２
４
９
５
）

　
年
末
調
整
や
確
定
申
告
を
し
て

い
な
い
方
に
は
、
各
種
届
け
出
の

際
に
必
要
と
な
る
所
得
証
明
書
な

ど
の
税
関
係
証
明
書
が
発
行
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必

ず
申
告
を
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

　
年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
必
要

が
な
い
方
で
も
、
国
民
健
康
保
険

に
加
入
す
る
世
帯
主
の
方
や
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
す
る
方

は
、
収
入
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
申

告
が
必
要
で
す
。

　
確
定
申
告
と
同
じ
期
間
に
市
役

所
で
受
け
付
け
ま
す
の
で
忘
れ
ず

に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
収
入
申
告
を
忘
れ
る
と
、

軽
減
な
ど
の
優
遇
制
度
が
受
け
ら

れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

所
得
税
か
ら
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
額
を
引
き
き

れ
な
か
っ
た
方
は
申
告
を

　
平
成
　
年
ま
で
に
入
居
さ
れ
た

１８

方
の
住
宅
借
入
金
控
除
額
が
所
得

税
額
よ
り
多
か
っ
た
と
き
は
、
翌

年
度
の
住
民
税
か
ら
控
除
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
市
へ
の
申
告
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
、
該
当
す
る
方
は
税
務
グ

ル
ー
プ
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

所
得
税

所
得
税
のの

が
始
ま
り
ま
す

が
始
ま
り
ま
す
！！

▼
申
告
と
納
付
は
２
月

▼
申
告
と
納
付
は
２
月
　
日日
梢梢月月 
か
ら
３
月

日

か
ら
３
月
　
日
梢梢月月 
ま
で
ま
で

１６１６

１６１６

※
月
曜
日
は
午
後
７
時
ま
で
受
付
時
間
を
延
長
し
ま
す
（
市
役
所
の
み

※
月
曜
日
は
午
後
７
時
ま
で
受
付
時
間
を
延
長
し
ま
す
（
市
役
所
の
み
））

昨
年
一
年
間
の
収
入
に
か
か
る
所
得
税
を
精
算
す
る
「
確
定
申
告
」
の
時
期
と
な
り
ま
し
た
。「
年
末

　
昨
年
一
年
間
の
収
入
に
か
か
る
所
得
税
を
精
算
す
る
「
確
定
申
告
」
の
時
期
と
な
り
ま
し
た
。「
年
末
調調

整
」
で
精
算
さ
れ
て
い
な
い
収
入
や
各
種
控
除
が
あ
る
方
な
ど
は
、
早
め
に
申
告
を
済
ま
せ
ま
し
ょ
う

整
」
で
精
算
さ
れ
て
い
な
い
収
入
や
各
種
控
除
が
あ
る
方
な
ど
は
、
早
め
に
申
告
を
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。。

こ
ん
な
時
に

こ
ん
な
時
に
もも

確
定
申
告

 

確
定
申
告
をを

税
関
係
証
明
書
の
発
行

 
に
は
申
告
が
必
要
で
す

国
保
な
ど
の
加
入
者
は

 
収
入
申
告
が
必
要
で
す

　
確
定
申
告
書
は
機
械
で
直

接
読
み
取
り
ま
す
。
て
い
ね

い
に
記
入
し
ま
し
ょ
う
。
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対
象
と
な
る
世
帯

　
平
成
　
年
１
月
１
日
現
在
、
市

２１

内
に
住
所
を
有
し
、
平
成
　
年
度

２０

市
民
税
が
非
課
税
で
あ
る
高
齢
者

世
帯
等
。

※
く
わ
し
く
は
１
月
号
広
報
紙
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

助
 成
 内
 容

　
１
世
帯
あ
た
り
４
，
０
０
０
円

分
の
助
成
券
１
枚
を
交
付
し
ま
す
。

※
申
請
日
か
ら
平
成
　
年
３
月
　

２１

２０

日
ま
で
有
効
。

持
参
す
る
も
の

　
通
知
封
書
一
式
（
通
知
書
・
申

請
書
）
・
印
鑑
・
本
人
確
認
書
類

（
免
許
証
、
健
康
保
険
証
な
ど
）

・
身
体
障
害
者
手
帳
（
重
度
身
体

障
が
い
者
世
帯
の
み
）
・
委
任
状

（
申
請
者
が
同
居
の
親
族
以
外
の

場
合
）

※
世
帯
員
に
平
成
　
年
１
月
２
日

２０

以
降
本
市
へ
転
入
さ
れ
た
方
が

い
る
場
合
は
、
転
入
さ
れ
た
方

の
平
成
　
年
１
月
１
日
現
在
居

２０

住
し
て
い
た
市
町
村
が
発
行
す

る
非
課
税
証
明
書
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ

　
福
祉
事
業
グ
ル
ー
プ
（
緯
４
２

～
３
２
１
７
）
へ
。

　
定
額
給
付
金
を
装
う
不
審
電
話

が
全
国
で
相
次
い
で
い
ま
す
。

　
今
般
決
定
さ
れ
た
定
額
給
付
金

に
つ
い
て
は
、
ま
だ
連
絡
や
給
付

を
行
う
段
階
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
被
害
に
あ
わ
な
い
よ
う
次
の

こ
と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
市
や
総
務
省
な
ど
が
皆
さ
ん
に

口
座
番
号
な
ど
を
電
話
で
照
会

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▽
市
や
総
務
省
な
ど
が
、
定
額
給

付
金
給
付
の
た
め
に
手
数
料
な

ど
の
振
り
込
み
を
求
め
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
Ａ
Ｔ

Ｍ
（
現
金
自
動
預
払
機
）
の
操

作
を
お
願
い
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
せ
ん
。

▽
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
自
分
で
操
作
し
て
、

他
人
か
ら
お
金
を
振
り
込
ん
で

も
ら
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
不
審
な
電
話
や
郵
便
物
が
来
た

と
き
は
、
迷
わ
ず
最
寄
り
の
警
察

（
緯
４
２
～
３
２
２
７
）
や
消
費

者
協
会
（
４
２
～
２
５
４
３
）
ま

た
は
市
役
所
環
境
交
通
グ
ル
ー
プ

（
緯
４
２
～
３
２
１
３
）
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

 僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
僮
 

 鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸鋸 

受
け
取
り
ま
し
た
か

受
け
取
り
ま
し
た
か
？？

暖
房
用
灯
油
助
成

暖
房
用
灯
油
助
成
券券

　
１
月
号
広
報
紙
で
お
知
ら
せ
し
た
と
お
り
、
高
齢
者
世
帯
な
ど
（
市

民
税
非
課
税
）
の
在
宅
世
帯
を
対
象
に
、
灯
油
助
成
券
を
交
付
し
て
い

ま
す
。
対
象
と
思
わ
れ
る
世
帯
に
は
1
月
中
旬
に
封
書
で
通
知
し
て

い
ま
す
が
、
ま
だ
手
続
き
を
し
て
い
な
い
方
は
２
月
　
日
（
金
）
ま
で

２０

随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
福
祉
事
業
グ
ル
ー
プ
窓
口
で
申
請
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

申請はお済みですか申請はお済みですか？？

住宅用火災警報住宅用火災警報器器
設置費用助 設置費用助成成

　１月号広報紙でお知らせしたとおり、消防で

は国の交付金制度を活用して、６５歳以上のひと

り暮らし世帯などに住宅用火災警報器の設置費

用を助成します。まだ申請していない方は、早

めに消防へ申請しましょう。

■助成対象世帯

　１月１日現在、本市の住民基本台帳に登録され

ており、引き続き市内に居住する６５歳以上のひと

り暮らし世帯など。

※障がいなどにより避難に支障がある二人世帯な

ども対象となる場合があります。くわしくは下

記のお問い合わせ先でご確認ください。

■申請受付期限　３月３１日(火)まで

■設置及び助成の方法

　助成決定後、事業者が機器の設置に伺います。

その後消防から直接事業者へ費用を支払います。

■問い合わせ

　ご不明な点は、消防本部予防・保安グループ（緯

４２～３２５５）へ。

※１月号広報紙のお知らせもご覧ください。

定
額
給
付
金
の
給
付
を
装
っ
た

「
振
り
込
め
詐
欺
」に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

定
額
給
付
金
の
給
付
を
装
っ
た

 「
振
り
込
め
詐
欺
」に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！

申
請
は
２
月

日
ま
で

申
請
は
２
月
　
日
ま
で
！！

２０２０

申
請
は
２
月
　
日
ま
で
！

２０


